
○ 保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置要領について

平成８年12月26日交規甲第209号

石川県警察本部長から部課署長あて

改正 平成17年３月29日交規甲達第13号

平成28年３月７日交規甲達第11号

対号 平成３年１２月６日付け交企発第４２５号「自動車の運行供用制限等に関する

事務処理要領の制定について（通達 」）

みだしのことについては、対号によって運用されているところであるが、行政手続法の

施行に伴い運用上の措置要領を別記のとおり定めたので、執務上遺憾のないようにされた

い。

なお、対号は、平成８年１２月３１日をもって廃止する。

以下この要領において 「法」とは行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法、

律（平成５年法律第８９号）第８号の規定による改正後の自動車の保管場所の確保等に関

する法律（昭和３７年法律第１４５号）を 「令」とは行政手続法及び行政手続法の施行、

に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成６

年政令第３０３号）第５条の規定による改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律

施行令（昭和３７年政令第３２９号）を 「規則」とは、行政手続法等の施行に伴う関係、

国家公安委員会規則の整備に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第２５号）第６条

の規定による改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則（平成３年国家公

安委員会規則第１号）をいう。



別記

保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置要領

第１ 基本方針

保管場所を確保していない自動車の保有者の措置（法第８条から第１０条ま

で及び第１３条第２項の規定による措置等をいう。以下同じ ）の運用に当たっ。

ては、次に掲げる地域及び自動車を重点的な対象とするものとする。

１ 重点とする地域

道路上に駐車している自動車の存在により、道路上における危険が生じ、

又は円滑な道路交通に支障を及ぼしている地域をいう。

当該地域として具体的には、次に掲げるものが考えられる。

なお、重点とする地域の選定に当たっては、住民の要望を尊重し、住民の

共感を得るよう配慮するものとする。

( ) 違法駐車車両を直接及び間接の原因とする交通事故が多発しているよう1
な地域

( ) 違法駐車車両の存在が緊急自動車その他通行するものの通行を妨げ、障2
害となり、その他付近の住民に不安を与える事案が生じているような地域

( ) 居住者の世帯数に見合った規模の駐車場が確保されていないため違法駐3
車車両がまん延している団地その他地域の周辺の地域

２ 重点とする自動車

自動車については、危険性、迷惑性及び悪質性の高いものをいう。

当該自動車として具体的には、次に掲げるものが考えられる。

( ) 幅員の狭い道路、歩道上、道路の曲がり角その他通行の障害となる場所1
に駐車して、人、他の自動車その他通行するものの通行の妨害となってい

る自動車

( ) トラック、ダンプカーその他の車体の大きい自動車2
、( ) 暴力団、暴走族その他反社会的傾向の強い者の保有する自動車のように3

自主的に当該自動車の保管場所を確保するよう促すことが困難と認められ

る自動車

第２ 適用地域に在る自家用自動車の保有車に対する措置

１ 適用規定

自家用自動車（法第１３条第２項の運送事業用自動車（以下「運送事業用

自動車」という ）以外の自動車をいう。以下同じ ）で、使用の本拠の位置。 。

が法附則第４項の規定により法第８条から第１０条までの規定が適用される

地域（以下「適用地域」という。）に在るものにあっては、法第８条から第１０

条までの規定による措置を一連のものとして適用するものとする。

２ 通知



( ) 警察官等の認知1
警察官又は交通巡視員（以下「警察官等」という ）が、道路上の場所に。

駐車している自動車について、次に掲げる場合を法第８条の規定による通

知の手続の対象として認知するものとする。

ア 保管場所標章が表示されていない場合

イ 保管場所標章に表示されている位置と異なる地域の道路上の場所にお

いて、保管場所としての道路の使用の使用の禁止等違反（法第１１条第

１項及び第２項の規定に違反する行為をいう。以下同じ ）となるような。

行為が認められる場合

ウ 陸運支局を表示する番号表の番号の文字が他の地域を管轄する陸運支

局等のものである場合に、保管場所としての道路の使用の禁止その他違

反となるような行為が認められる場合

エ 同一の場所又は区域において、放置駐車違反（道路交通法（昭和３５

年法律第１０５号）第１１９条の２第１項第１号及び第２号並びに第２

項の規定に違反する行為をいう ）となるような行為が繰り返し認められ。

る場合

( ) 警察署長による照会等2
警察署長は、警察官等の認知に係る事案について、当該事案に係る自動

車の保有者に対し、保管場所の確保状況を照会するとともに、保管場所を

確保していない場合は、保管場所を確保した上、保管場所証明の申請、保

管場所に係る届出その他各種手続を履行するよう指導するものとする。

( ) 警察署長の通知3
警察署長は、前記( )の照会に対し回答がなく、又は保管場所を確保する2
予定がないと認められる者が保有している自動車について、法第８条の規

定による通知の要件である「自動車について、保管場所標章が表示されて

いないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確

保されていないおそれがあるものと認めたとき」に該当するものとして、

都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という ）に対し、その旨通知す。

るものとする。

３ 自動車の運行供用の制限

( ) 処分の対象1
法第９条第１項の規定による自動車の運行供用の制限の処分（以下「処

分」という ）を行おうとする自動車の保有者及び当該自動車については、。

改正法附則第２条第４項の規定による経過措置による法第９条第１項の規

定の適用の有無を確認した上、処分の要件である「道路上の場所以外の場

所に自動車の保管場所が確保されていると認められないとき」に該当する



かどうか審査して適用するものとする。具体的には、次に掲げるものが考

えられる。

ア 保管場所標章を表示していない場合

イ 保管場所証明や保管場所に係る届出に係る保管場所としていた場所を

現在は使用していないにもかかわらず、新たな保管場所を確保していな

い場合

ウ 保管場所として確保している場所が令第１条で定める要件を備えてい

ない場合

( ) 処分を行う場所2
原則として、自動車の保有者に対し当該自動車を道路上の場所以外の場

。所に移動させ、その場所で保有者に対して、直接、処分を行うものとする

( ) 文書の交付等3
法第９条第２項の規定による文書の交付及び標章（以下「運行禁止標

章」という ）のはり付けは、当該文書に記載された処分を行う日時及び場。

所において行うものとする。

( ) 公安委員会の確認等4
公安委員会の確認の方法については、次に掲げるところによるものとす

る。

ア 自動車の保有者が、保管場所証明書の交付を受け、又は保管場所に係

る届出を行った上で申告を行う場合は、公安委員会の確認として保管場

所標章の表示により確認すること。

イ 前記ア以外の場合は、保管場所である駐車場の賃貸借契約書その他保

管場所を確保していることを疎明する書面の掲示により確認すること。

ウ 前記ア及びイによっても、確認できたと認められない場合は、保管場

所の確保状況に関して保有者に対する質問、現地調査その他調査を行う

こと。

( ) 運行禁止標章の取り除き等5
当該取り除き申請に基づき保管場所の位置に処分を行う自動車の保管場

所が確保されていることを確認した公安委員会は、速やかに、当該自動車

の保有者に対し、文書で確認をした旨を通知し、かつ、はり付けられた運

行禁止標章を取り除くものとする。

なお、取り除いた運行禁止標章の取扱いには注意し、公安委員会におい

て確実に処分するものとする。

４ 聴聞等

( ) 聴聞の事前手続1
ア 聴聞の通知



(ｱ) 通知の方法

聴聞の通知は、聴聞通知書（平成６年国家公安委員会規則第２６号

別記様式第６号）により、被処分者に確実に通知するものとする。

聴聞通知書を郵送する場合は、配達証明郵便によるものとする。

(ｲ) 聴聞通知書のあて先

聴聞通知書のあて先は、原則として、被処分者の住居地（自動車の

保有者が法人である場合にあっては、当該法人の所在地）とするもの

とする。

(ｳ) 通知しなければならない事項

聴聞通知書の様式に従って次に掲げる必要な項目事項を記入するも

のとする。

ａ 聴聞の件名

ｂ 予定されている不利益処分の内容

ｃ 根拠となる法令の条項

ｄ 不利益処分の原因となる事実

「自動車の保管場所が確保されていると認められない」具体的な

事実を記載するものとする。具体的には、次に掲げるものが考えら

れる。

( ) 保管場所証明書に係る保管場所を確保せず、道路上の場所を保a
管場所としていること。

( ) 自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置の間の距離が２キb
ロメートルを超えていること。

ｅ 聴聞の期日

聴聞の期日については、開始時間も明記すること。

ｆ 聴聞の場所

ｇ 聴聞に関する事務を所掌する組織

所在地欄には、被処分者の便宜を図るため、電話番号も記入する

こと。

ｈ 聴聞の主宰者

ｉ 聴聞の公開の有無

イ 聴聞の告示

聴聞の期日及び場所のほか、被処分者の住所及び氏名についても公示

すること。

( ) 聴聞を行わない場合2
ア 被処分者が出頭しない「正当な理由」がある場合

行政手続法（平成５年法律第８８号）第２３条第１項に規定する「正



当な理由」とは、被処分者が聴聞に欠席してもやむを得ないと社会通念

上認められる場合をいう。具体的には、次に掲げるものが考えられる。

なお、具体的な「正当な理由」の事実認定については、慎重に行うも

のとする。

(ｱ) 病気

(ｲ) 医師が急患の治療に当たる場合その他の緊急の業務

(ｳ) 留置、服役その他法的拘束

(ｴ) 交通機関のストライキ

(ｵ) 天変地異

イ 被処分者の「所在不明」の場合

所在不明の認定に当たっては、通常尽くすべき手段を尽くした上で慎

重に行うことが必要である 「通常尽くすべき手段」とは、具体的には、。

次に掲げるものが考えられる。

なお、聴聞を行わずに命令する場合に備えて、被処分者の所在発見の

ために講じた手段の内容、日時、結果その他状況について記録しておく

ものとする。

(ｱ) 住所地の所在調査

(ｲ) 住民登録及び本籍照会による確認

(ｳ) 勤務先その他関係先への照会

( ) 被処分者の所在判明の場合の措置3
所在不明のため聴聞の通知をすることができなかった場合で、処分決定

前に所在が判明した時は、直ちに、聴聞の通知を行い、所定の聴聞手続に

よる処理を行うものとする。

第３ 適用地域に在る運送事業用自動車の保有者に対する措置

１ 適用規定

運送事業用自動車で、使用の本拠の位置が適用地域に在るものには、法第

８条及び第１３条第２項の規定による措置を一連のものとして適用するもの

とする。

２ 通知

第２の２( )は、運送事業用自動車について準用することとし、当該警察官1
等の認知に係る事案に係る運送事業用自動車については、法第８条の規定に

よる通知の要件に該当するものとして、すべて公安委員会に対し、通知する

ものとする。

３ 監督行政庁に対する通知

運送事業用自動車については、法第８条の規定による通知の要件に該当す

、れば法第１３条第２項の規定による通知の要件にも該当することとなるので



公安委員会は、法第８条の規定による通知を受理した場合は、法第１３条第

２項の規定により、当該運送事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運

送事業を監督する行政庁である地方運輸局又は沖縄総合事務所に対し、陸運

支局又は沖縄総合陸運事務所を通じて、その旨を通知するものとする。

第４ 適用地域外に在る自動車の保有者に対する措置

警察署長は、使用の本拠の位置が適用地域外の地域に在る自動車について、

法第８条の規定による通知の要件に該当するものを認知した場合には、当該自

動車の保有者に対し、保管場所を確保するよう指導するものとすること。

なお、運送事業用自動車については、法第８条の規定による通知の要件に該

当すれば法第１３条第２項の規定による通知の要件にも該当することとなるの

で、法第８条の規定による通知の要件に該当するものを認知した場合には、公

安委員会に対し、その旨を上申するものとする。この場合において、第３の３

の手続を準用するものとする。

第５ 報告又は資料の提出の活用

保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置の運用にあたって、

第２の２( )の照会に対する回答、第２の３( )の確認その他措置の場合で、2 4
保管場所を確保状況に関し疑義があるときは、適宜、法第１２条の規定による

報告又は資料の提出を求めるものとする。

なお、報告又は資料の提出を求める書面としては、具体的には、次に掲げる

ものが考えられる。

１ 自動車の保有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置を確認するための書

面

( ) 住民票の写し1
( ) 印鑑証明書2
( ) 電話料金、ガス料金、水道料金、家賃その他料金の領収書その他支払い3
を証明する書類

２ 保管場所として使用する権限を有するかどうか確認するための書面

( ) 当該土地又は建物の登記簿、固定資産台帳その他証明となる書類の謄抄1
本又はその写し

( ) 当該土地又は建物の所在地及びその所有者が記載されている市町村長の2
発行する固定資産評価額証明書、公課（公租）金証明書その他証明となる

書類

３ 当該保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該保管場所の

所在図

４ 該保管場所並びに当該保管場所の周辺の建物、空地及び道路を標示した配

置図（保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記



すること ）。

第６ 運用上の留意事項

１ 自動車の区分、適用地域及び保有時期

保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置については、自家

用自動車と運送事業用自動車の区分、適用地域及び保有時期により各規定の

適用の仕方が異なるので、その運用に当たっては、十分留意して行うものと

する。

２ 警察本部との連絡

各警察署にあっては、保管場所を確保していない自動車の保有者に対する

。措置の運用に当たっては、交通規制課と十分に連絡をとって行うものとする

第７ 事務処理要領

１ 総則

( ) 目的1
この事務処理要領は、警察署長及び公安委員会が行う保管場所を確保し

ていない自動車の保有者に対する措置に関する標準的な事務処理手続につ

いて定め、その適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。

( ) 用語の規定2
以下、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

ア 警察本部 警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。

イ 運送事業用自動車 法第１３条第２項の運送事業用自動車をいう。

ウ 自家用自動車 運送事業用自動車以外の自動車をいう。

エ 適用地域 法附則第４項の規定により法第８条から第１０条までの規

定が適用される地域をいう。

( ) 公安委員会の権限の代行処理3
この要領において、公安委員会の権限については、次のとおり代行処理

するものとする。

ア 警察本部担当課長が代行するもの

(ｱ) 第８条の規定による通知の受理

(ｲ) 法第１０条第２項の規定による聴聞の通知及び公示

(ｳ) 法第１３条第２項の規定による通知

イ 警察署長が代行処理するもの

(ｱ) 第９条第２項の規定による文書の交付及び標章のはり付け

(ｲ) 法第９条第３項の規定による申告の受理

(ｳ) 法第９条第４項の規定による確認

(ｴ) 法第９条第５項の規定による確認の通知及び標章の取り除き

２ 適用地域に在る自家用自動車の保有者に対する措置



( ) 通知1
ア 通知事案の認知等

警察官又は交通巡視員（以下「警察官等」という ）は、法第８条の規。

定による通知の手続の対象に該当する自動車を認知したときは、速やか

に当該自動車の使用の本拠の位置が適用地域に在るかどうか、その他必

要な事項を調査の上、通知事案報告書（別記様式第１号）を作成すると

ともに、当該事案に係る現認報告書、保管場所としての道路の使用の禁

止等違反（法第１１条第１項及び第２項の規定に違反する行為をいう ）。

に係る交通切符（以下「保管場所法切符」という 、放置駐車違反（道。）

路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１１９条の２第１項第１号及

び第２号並びに第２項の規定に違反する行為をいう ）に係る交通反則切。

符（以下「交通反則切符」という ）又は交通切符（以下「交通切符」と。

いう ）その他の捜査書類を添付して、警察署長に報告するものとする。。

イ 通知事案報告書の審査等

警察署長は、通知事案の報告を受けたときは、次に掲げる事項を審査

し、所要の整備をするものとする。

(ｱ) 当該事案が通知事案に該当するかどうか。

(ｲ) 事実の認定についての誤り又は通知事案報告書の記載内容に不備が

ないかどうか。

ウ 保管場所の確保状況の照会等

警察署長は、通知事案に該当する事案については、通知事案報告書に

基づき、自動車保管場所確保状況照会書（別記様式第２号）を作成し当

該照会書に係る自動車の保有者に対し、当該照会書を交付して、保管場

所の確保状況を照会するとともに、保管場所を確保していない場合は、

保管場所を確保した上、保管場所証明、保管場所に係る届出その他の手

続を履行するよう指導するものとする。この場合において、当該証明書

を交付したときから１５日以内に、当該自動車の保有者に対し、保管場

所の確保状況について自動車保管場所確保状況回答書（別記様式第３

号）により、回答を求めるものとする。

エ 通知

(ｱ) 通知の方法

警察署長は、おおむね１５日以内に自動車保管場所確保状況回答書

による回答がなく、又は保管場所を確保する予定がないと認められる

者が保有している自動車については、通知書（別記様式第４号）を作

成するとともに、必要な関係書類を添付して、当該自動車の使用の本

拠の位置を管轄する公安委員会に送付するものとする。



(ｲ) 添付書類

通知書に添付する書面は、次に掲げる書類の全部又は一部とし、必

要に応じて他の書類を加えるものとする。

自動車保管場所確保状況回答書の写しa
現認報告書の写しb
保管場所法切符２枚目（交通事件原票）の写しc
交通反則切符２枚目（交通事件原票）又は交通切符２枚目（交通事d

件原票）の写し

その他通知事案の事実の証明に必要な資料e
(ｳ) 通知の方法の特例

当該警察署長の属する公安委員会と自動車の使用の本拠の位置を管

轄する公安委員会が異なる場合は、当該警察署長は、当該警察署長の

属する公安委員会を通じて通知するものとする。

( ) 自動車の運行供用の制限2
ア 審査

公安委員会が警察署長から通知を受理したときは、警察本部担当課長

は、当該通知に係る事案について、次に掲げる事項を確認の上、自動車

の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律（平成２年法律

第７４号。以下「改正法」という ）附則第２条第１項の規定による自動。

車の運行供用の制限の要件に該当するかどうかを審査するものとする。

(ｱ) 自動車の使用の本拠の位置が適用地域に在るかどうか。

(ｲ) 改正法附則第２条第４項の規定により、法第９条の規定が適用でき

る自動車及び当該自動車の保有者であるかどうか。

イ 処分事案の移送

警察本部担当課長は、審査の結果、自動車の運行供用の制限の処分

（以下「処分」という ）を行う事案（以下「処分事案」という ）に該。 。

当するもので、自動車の使用の本拠の位置が他の公安委員会の管轄区域

内に在るものについては、自動車運行供用制限事案移送通知書（別記様

式第５号）を作成し、関係書類を添付して当該公安委員会に移送するも

のとする。この場合において、１( )イの手続を準用する。4
ウ 聴聞

(ｱ) 聴聞の通知

処分事案に該当する自動車の保有者に対する聴聞の通知は、聴聞及

び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第２

６号）第８条の規定による聴聞通知書（平成６年国家公安委員会規則

第２６号別記様式第６号。以下「通知書」という ）により行うものと。



する。

なお、聴聞通知書を郵送する場合には、配達証明郵便によるものと

する。

(ｲ) 聴聞の公示

聴聞を行う場合の公示は、規則第１０条の規定により、告示（別記

様式第６号）を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(ｳ) 聴聞の主宰

聴聞は、公安委員会の指名する公安委員又は公安委員会から警察本

部長（以下「本部長」という ）が委任を受けている場合にあっては本。

部長が指名する警察職員（以下「聴聞官」という ）に主宰させること。

ができる。ただし、次に掲げる事案については、公安委員会がこれを

行う。

処分の理由の認定その他の事項に関し重大な争点のある処分事案a
その他聴聞官が聴聞を主宰することが適当でないと認められる事案b

(ｴ) 聴聞の出席者

聴聞の主宰者は、次の掲げる者の出席を求めて行うものとする。

聴聞の当事者又はその代理人a
当該処分事案に関する事務を取り扱う警察官等b

(ｵ) 聴聞の進行

聴聞の方法a
聴聞は、口頭によって、次に掲げる事項についてこれを行うものと

する。

( ) 処分の理由a
( ) その他処分決定上の参考事項b
聴聞の当事者の意見の陳述等b
聴聞の当事者又はその代理人は、必要な質問、意見の陳述及び証拠

の提出（以下「意見の陳述等」という ）をすることができる。。

(ｶ) 聴聞調書の作成

聴聞の主宰者は、聴聞調書（平成６年国家公安委員会規則第２６号

別記様式第１３号）を作成しなければならない。

(ｷ) 聴聞の終結

聴聞の主宰者は、次に掲げる場合に聴聞を終結することができる。

聴聞の当事者又はその代理人による意見の陳述等が十分行われたとa
認められるとき。

聴聞進行中に、聴聞の当事者が自動車の保管場所の確保その他の理b
由により、処分の理由がなくなったと認められるとき。



その他聴聞の主宰者が聴聞を終結することが適当と認められるとき。c
(ｸ) 聴聞報告書の作成

聴聞の主宰者は、聴聞終結後速やかに聴聞報告書（平成６年国家公

安委員会規則第２６号別記様式第１４号）を作成し、聴聞通知書とと

もに公安委員会に提出しなければならない。

なお 「意見」欄については、聴聞の主宰者は、客観的な証拠の有無、、

当時者等の主張に関する心証等に基づいて、公正、中立的な立場から

当事者又はその代理人の主張に理由があるかどうかについての意見を

記載するものとする。

(ｹ) 聴聞調書等の閲覧

聴聞調書その他関係資料の閲覧の期限については、当事者又はその

代理人の事後救済に関する訴えの利益が排除されない限り、原則とし

て随時これを可能としておくことが適当と解されている。

(ｺ) 聴聞の再開

聴聞が再開される場合としては、聴聞終結後かつ不利益処分を行う

までの間に、不利益処分の原因となる事実の範囲内で当該事実関係の

判断を左右しうる新たな証拠となる書類を公安委員会が得た場合その

他これに類する場合と解されている。

エ 処分の決定

公安委員会は、聴聞を終結する場合（行政手続法第２３条の規定によ

り聴聞を終結する場合を含む ）においては、処分を行うかどうかを決定。

するものとする。

オ 処分の執行等

(ｱ) 自動車運行供用制限書等の作成

公安委員会が処分を行うことを決定した事案については、警察本部

担当課長は、自動車運行供用制限書（別記様式第７号）及び規則別記

様式第６号の標章（以下「運行禁止標章」という ）を作成するものと。

する。

(ｲ) 自動車運行供用制限書等の送付

警察本部担当課長は、当該処分に係る自動車の使用の本拠の位置を

管轄する警察署長に対し、自動車運行供用制限書及び運行禁止標章を

送付するものとする。

(ｳ) 処分の執行

、自動車運行供用制限書及び運行禁止標章の送付を受けた警察署長は

速やかに、当該処分に係る自動車の保有者に対し、自動車運行供用制

限書を交付するとともに、当該処分に係る自動車の前面の見やすい箇



所に運行禁止標章をはり付けるものとする。

(ｴ) 処分の通知の際の留意事項

当該処分に係る自動車の保有者に対し処分の通知をする場合は、自

動車運行供用制限書を交付するに当たって、同時に、当該処分理由を

書面で示さなければならない。この場合において、処分の解除のため

の手続について告知するものとする。

(ｵ) 処分執行結果の報告

警察署長は、処分を執行したときは、自動車運行供用制限処分執行

報告書（別記様式第８号）に処分の執行の日時、場所、自動車運行供

用制限書の交付者の氏名その他事項を記載の上、警察本部担当課長に

送付するものとする。

カ 処分の解除

(ｱ) 保管場所確保の申告

処分に係る自動車の保有者の規則別記様式第７号の自動車保管場所

確保申告書による保管場所確保の申告は、処分を執行した警察署長が

執行するものとする。

なお、処分に係る自動車の保有者が、保管場所を確保した後、保管

場所証明の申請又は保管場所に係る届出を行った場合において、申請

、又は届出に係る警察署長は、自動車保管場所確保申告書の提出を受け

処分を執行した警察署長に転送することとしても差し支えないことと

する。この場合において、申請又は届出に係る警察署長の属する公安

、委員会と処分を執行した警察署長の属する公安委員会が異なるときは

それぞれの公安委員会を通じて転送するものとする。

(ｲ) 確認

保管場所確保の申告を受理した警察署長は、速やかに、保管場所の

確保状況を確認するものとする。

(ｳ) 確認通知書の作成等

保管場所が確保されていることを確認した警察署長は、確認通知書

（別記様式第９号）を作成の上、処分に係る自動車の保有者に対し、速

やかに、当該確認通知書を交付するとともに、運行禁止標章を取り除

くものとする。

(ｴ) 手続終了の報告

確認通知書を交付し、運行禁止標章を取り除いた警察署長は、公安

委員会に対し、手続終了報告書（別記様式第１０号）により報告する

ものとする。



キ 処分の執行及び解除の依頼等

(ｱ) 公安委員会が処分を行うことを決定した後、当該処分に係る自動車

の使用本拠の位置が他の公安委員会の管轄区域に変更された場合は、

原則として、変更後の公安委員会に対し、処分を執行すること及び当

該処分に係る自動車の保有者が保管場所を確保した場合における前記

カの処分の解除のための各手続を行うことについて依頼するものとす

る。この場合において自動車運行供用制限処分執行等依頼書（別記様

式第１１号）を作成の上、自動車運行供用制限書、運行禁止標章その

他関係書類を添付して依頼するものとする。

(ｲ) 処分執行結果の連絡

処分執行に関する依頼を受けた公安委員会は、速やかに、処分を執

行するとともに、その結果について、処分の執行に関する依頼をした

公安委員会に対し、自動車運行供用制限処分執行報告書の写しを添付

の上、連絡するものとする。

(ｳ) 処分の解除等

処分の執行に関する依頼を受けた公安委員会は、自動車の保有者の

保管場所の確保を確認した場合は、処分の執行に関係する依頼をした

公安委員会から確認通知書の送付を受け、前記カの処分の解除のため

の各手続を行うものとし、警察署長から手続終了の報告を受けたとき

は、処分の執行に関係する依頼をした公安委員会に対し、手続終了報

告書の写しを添付の上、連絡するものとする。

３ 適用地域に在る運送事業用自動車の保有者に対する措置

( ) 通知等1
ア 通知事案の周知及び報告等

運送事業用自動車について、警察官等が法第８条の規定による通知の

手続の対象とするものと認知したときは、２の( )ア及びイの手続を準用1
する。

イ 通知

警察署長は、通知事案に該当する事案については、通知書（別記様式

第４号）を作成するとともに、必要な関係書類を添付して、当該自動車

の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に通知するものとする。この

場合において、前記２の( )ア及びイの手続を準用する。1
( ) 監督行政庁に対する通知2
ア 運送事業用自動車の通知

警察本部担当課長は、公安委員会が警察署長から前記( )イの通知を受1
理したときは、運送事業用自動車については、法第８条の規定による通



知の要件に該当すれば法第１３条第２項の規程による通知の要件にも該

当することとなるので、前記( )イの通知に係る事案について、運送事業1
用自動車通知書（別記様式第１２号）を作成して、運送事業を監督する

行政庁に対し、その旨を通知するものとする。

イ 運送事業用自動車通知事案の移送

警察本部担当課長は、公安委員会が警察署長から前記( )イの通知を受1
理した場合に、当該通知に係る事案のうち、自動車の使用の本拠の位置

が他の公安委員会の管轄区域内に在るものについては、運送事業用自動

車通知事案移送書（別記様式第１３号）を作成し、関係する書類を添付

して当該公安委員会に移送するものとする。

４ 適用地域外の地域に在る自動車の保有者に対する措置

警察署長は、使用の本拠の位置が適用地域外の地域に在る自動車について

は、法第８条の規定による通知の要件に該当するものと認知した場合には、

当該自動車の保有者に対し、保管場所を確保するよう指導するものとする。

なお、運送事業用自動車については、法第８条の規定による通知の要件に

該当すれば法第１３号第２項の規程による通知の要件に該当することとなる

ので、運送事業用自動車通知事案上申書（別記様式第１４号）を作成して、

公安委員会に対し、その旨を上申するものとする。この場合において、公安

委員会は、前記３の( )の手続を行うものとする。2
５ 報告又は資料の提出

、保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置の運用に当たって

前記２の( )ウの回答及び前記２の( )カ(ｲ)の確認の場合、保管場所の確保状1 2
況に関し、疑義があるときは、適宜、法第１２条の規定による報告又は資料

の提出を求めるものとする。



別記様式第１号（第７の２( )ア関係）1

年 月 日

警察署長 殿

階級等

,氏名

通 知 事 案 報 告 書

下記の自動車について、保管場所を確保していないおそれがあるもの

と認められるので、報告する。

自 動 車 の 区 分 □自家用自動車 □運送事業用自動車

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所
自動車の保有者

氏 名

保管場所が確保されていな

いおそれがあるものと認め

られる理由

□現認報告書 □保管場所法切符

添 付 書 類 □交通反則切符 □交通切符

□その他（ ）



別記様式第２号（第７の２( )ウ関係）1

第 号

年 月 日

殿

警察署長 印

自動車保管場所確保状況照会書

あなたが保有している下記の自動車については、保管場所が確保されてい

ないおそれがあるものと認められるので、保管場所の有無について回答して

ください。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所
自動車の保有者

氏 名

保管場所が確保されていな

いおそれがあるものと認め

られる理由

備考１ 保管場所の有無については、同封の自動車保管場所確保状況回答書

により回答してください。

なお、回答書は、下記の連絡先まで、持参又は郵送してください。

２ 日以内に回答がない場合は、自動車の運行が制限される場合が15
あります。

連絡先

〒（ ）

警察署 課 係

（ ） 局 番



別記様式第３号（第７の２( )ウ関係）1

年 月 日

警察署長 殿

住所 〒（ ）

（ ） 局 番

,氏名

自動車保管場所確保状況回答書

照会のあった自動車については、下記のとおりであるので回答します。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

（回答欄）下欄だけ記入してください。

保 管 場 所 の 位 置

住 所 〒（ ）
保 管 場 所 （ ） 局 番

の 所 有 者

氏 名

保 管 場 所 確 保 の 日 年 月 日

備 考



別記様式第４号（第７の２( )エ(ｱ)関係）1

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

警察署長 印

通 知 書

下記の自動車については、保管場所が確保されていないおそれがあるもの

と認めたので、自動車の保管場所の確保等に関する法律第８条の規定によ

り、通知する。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所 〒（ ）

自動車の保有者 （ ） 局 番

氏 名

保管場所が確保されていな

いおそれがあるものと認め

た理由

□自動車保管場所確保状況回答書

添 付 書 類 □現認報告書 □保管場所法切符

□交通反則切符 □交通切符

□その他（ ）



別記様式第５号（第７の２( )イ関係）2

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

公安委員会 印

自動車運行供用事案移送通知書

下記の自動車については、使用の本拠の位置が貴公安委員会の管轄区域内

に在るので、自動車運行供用制限事案を移送する。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所 〒（ ）

自動車の保有者 （ ） 局 番

氏 名

保管場所が確保されていな

いおそれがあるものと認め

た理由

□自動車保管場所確保状況回答書

添 付 書 類 □現認報告書 □保管場所法切符

□交通反則切符 □交通切符

□その他（ ）

備 考



別記様式第６号（第７の２( )ウ(ｲ)関係）2

公安委員会告示第 号

自動車の保管場所の確保等に関する法律第９条第１項の規定による命令に

関し、同法第１０条第１項の規定に基づき、次のとおり聴聞を行う。

年 月 日

公安委員会 印

１ 聴聞の日時

午前

年 月 日 時 分開始

午後

２ 聴聞の場所

連絡先 （ ） 局 番

３ 被聴聞者の住所、氏名

別紙のとおり



（別紙）

氏 名 住 所



別記様式第７号（第７の２( )オ(ｱ)関係）2

第 号

年 月 日

殿

公安委員会 印

自動車運行供用制限書

命 令 の 年 月 日 年 月 日

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所

自動車の保有者

氏 名

命 令 の 理 由

裏面の注意事項をよく読んでください。



注 意 事 項

備考１ 運行供用が制限された自動車については、 公安委員会

（以下「公安委員会」という ）により、保管場所が確保されている旨。

の確認を受けるまでの間は、運行してはいけません。

運行した場合は、３月以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処され

ます。

２ 保管場所を確保した場合は、自動車保管場所確保申告書により公安

委員会に申告し、保管場所を確保した旨の確認を受けてください。

３⑴ 運行供用制限命令に不服がある場合は、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して３か月以内に、石川県公安委員会（石

川県警察本部交通部交通規制課経由）に対し、審査請求をすること

ができます。

⑵ この処分について不服がある場合は、上記( )の審査請求のほか、1
この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、石川県を被告として、この処分の取消しの訴えを提起すること

もできます（この訴訟において石川県を代表する者は、石川県公安

委員会となります 。。）

なお、この処分を知った日の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、処分の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起す

ることができなくなります。

⑶ 上記⑴の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、石川県を

被告として、この処分の取消しの訴えを提起することができます

（この訴訟において石川県を代表する者は、石川県公安委員会とな

ります 。。）

なお、裁決を知った日の翌日から起算して６か月以内であって

も、裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。

４ その他不明な点は、下記の連絡先に問い合わせてください。

連絡先 〒（ ）

（ ） 局 番（内 ）



別記様式第８号（第７の２( )オ(ｵ)関係）2

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

警察署長 印

自動車運行供用制限処分執行報告書

下記の自動車について、下記のとおり、運行供用制限処分の執行をしたの
で、報告する。
自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所
自動車の保有者

氏 名

処 分 を 執 行 し た 日 時 年 月 日 時 分

処 分 を 執 行 し た 場 所

処 分 執 行 者 の 氏 名

別記様式第９号（第７の２( )カ(ｳ)関係）2

第 号

年 月 日

殿

公安委員会 印

確 認 通 知 書

下記の自動車については、下記の位置に保管場所が確保されたことを確認

したので、通知する。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所
自動車の保有者

氏 名

確保した保管場所の位置



別記様式第１０号（第７の２( )カ(ｴ)関係）2

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

警察署長 印

手 続 終 了 報 告 書

下記の自動車については、保管場所が確保されたので、確認通知書の交付

及び運行禁止標章の取り除きを行ったことを報告する。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所

自動車の保有者

氏 名

確保した保管場所の位置

確認通知書の交付及び運行

禁止標章の取り除きを行っ 年 月 日 時 分

た日時

確認通知書の交付及び運行

禁止標章の取り除きを行っ

た者



別記様式第１１号（第７の２( )キ(ｱ)関係）2

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

公安委員会 印

自動車運行供用制限処分執行等依頼書

下記の自動車については、使用の本拠の位置が貴公安委員会の管轄区域内

に変更されたので、運行供用制限処分を執行すること及び当該処分に係る自

動車の保有者が保管場所を確保した場合における処分の解除のための手続を

行うことについて依頼する。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所

自動車の保有者

氏 名

命 令 の 理 由

備 考



別記様式第１２号（第７の３( )ア関係）2

第 号

年 月 日

殿

公安委員会 印

運送事業用自動車通知書

下記の自動車の保有者である運送事業者は、保管場所を確保していないお

それがあると認めたので、自動車の保管場所の確保等に関する法律第１３条

第２項の規定により、通知する。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所

運 送 事 業 者

氏 名

保管場所を確保していない

おそれがあると認めた理由

添 付 書 類



別記様式第１３号（第７の３( )イ関係）2

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

公安委員会 印

運送事業用自動車通知事案移送書

下記の自動車については、使用の本拠の位置が貴公安委員会の管轄区域内

に在るので、運送事業用自動車通知事案を移送する。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所

自動車の保有者

氏 名

保管場所が確保されていな

いおそれがあるものと認め

た理由

添 付 書 類

備 考



別記様式第１４号（第７の４関係）

第 号

年 月 日

公安委員会 殿

警察署長 印

運送事業用自動車通知事案上申書

下記の自動車については、保管場所を確保していないおそれがあるものと

認めたので、上申する。

自動車の番号標の番号

自動車の使用の本拠の位置

住 所

自動車の保有者

氏 名

保管場所が確保されていな

いおそれがあるものと認め

た理由

添 付 書 類

備 考


